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令和８年第３回 国分寺市農業委員会総会議事録 

令和８年３月19日(木)午前９時30分 

第３回国分寺市農業委員会総会を市役所会議室201に召集する。 

出席委員 

(14名) 

欠席委員 

(１名) 

欠1番  吉野 賢一  2番 関田 和雄   3番  鈴木 孝幸   4番 濱野 周泰 

5番  鈴木 秀男  6番  草ケ谷 誠一  7番  須﨑 忠男  8番 平野 孝行 

9番 鈴木 弘子  10番  笛田 弥生  11番  川窪 光一  12番 小栁 弘 

13番 中村 秀雄   14番  栗原 啓輔  15番  本多 佳郎 

事務局 

出席職員 
事務局長 飯塚 達儀  係長 井岡 裕輝  係 遠藤 太一 

＜ 議事日程 ＞ 

日程第１    開会と署名委員指名 

日程第２    前回会議録の承認 

日程第３    会長等の報告 

日程第４  議案審議 

議案第１号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画について 

議案第２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

議案第３号 相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の

交付について 

日程第５  協議事項 

協議第１号 令和８年度国分寺市農業委員会活動指針（案）について 

協議第２号 令和８年度最適化活動の目標について 

日程第６  報告事項 

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第２号 農地の公共用地としての取得について 

報告第３号 今後の日程について 

日程第７  その他 

                                       

議長（鈴木秀男）は令和８年第３回国分寺市農業委員会総会の開会を宣言した。 

○ 日程第１  開会と署名委員指名 

議長は、議事録署名委員について、次の２名を指名した。 

10番  笛田 弥生   11番  川窪 光一 

○ 日程第２  前回会議録の承認 

事務局提示のとおり前回会議録は承認された。 
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○ 日程第３  会長等の報告 

２月24日 第67回東京都農業委員会・農業者大会（委員14名） 

２月26日 国分寺農業祭うど品評会・表彰式（委員８名） 

３月３日 認定農業者審査会（鈴木会長） 

３月13日 支部長・支部役員合同研修会・懇親会（鈴木会長、関田

植木部会長、鈴木弘子花き・果樹部会長、中村畜産・野

菜部会長） 

３月17日 東京都農業会議通常総会（鈴木会長） 

３月18日 国分寺市市民農業大学全体会議（須﨑職務代理、中村委

員） 

○ 日程第４  議案審議 

議案第１号  都市農地の貸借の円滑化に関する法律に係る事業計画について 

議長は、議案第１号１番を議題とすることを告げ、事務局説明後、関

田委員に現地調査報告を求めた。 

関田委員 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

議案第１号１番について、３月５日に吉野委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、引き続き４月１日からの使用貸借

開始に向けた準備が進められており、借主からは、サツマイモ・ダ

イコン等の野菜類を育成する事業計画について聞き取りを行った。

また、農地所有者については、当該農地の見回り等の業務に借主の

農業従事日数の１割である年間15日以上従事する事業計画であるこ

とを確認した。よって、事業計画を認定するに当たり支障はないと

判断できると考える。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第１号１番について全員一致で承認とする。 

議案第２号  相続税の納税猶予に関する適格者証明書の交付について 

議長は、議案第２号１番を議題とすることを告げ、事務局説明後、関

田委員に現地調査報告を求めた。 

関田委員 

 

 

議  長 

 

議案第２号１番について、３月９日に川窪委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、ハナミズキ・シラカシ等の植木類

が栽培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第２号１番について全員一致で承認とする。 

議案第３号  相続税の納税猶予に係る引き続き農業経営を行っている旨の証明書の 

       交付について 

議長は、議案第３号１～９番を議題とすることを告げ、事務局説明後

１番を小栁委員、２番の日吉町分を中村委員、戸倉分を平野委員、３

番～５番を川窪委員、６番を関田委員、７番・８番を平野委員、９番

を草ケ谷委員に現地調査報告を求めた。 

小栁委員 

 

 

議案第３号１番について、３月９日に鈴木弘子委員、本多委員、

私と事務局で現地調査を行った。当該農地では、司シルエット・ハ

ナミズキ等の植木類のほか、ネギ等の野菜類が栽培されており、全
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中村委員 

 

 

 

 

 

 

 

平野委員 

 

 

川窪委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関田委員 

 

 

 

 

平野委員 

 

 

 

 

 

 

草ケ谷委員 

 

 

 

議  長 

 

て適切に肥培管理されていた。 

議案第３号２番日吉町分について、３月９日に鈴木孝幸委員、濱

野委員、私と事務局で現地調査を行った。自宅隣接の農地では、ハ

クサイ・ブロッコリー等の野菜類のほか、ソヨゴ等の植木類が、第

五小学校隣接の農地では、ツバキ・サザンカ等の植木類が、旧市役

所通り沿いの農地では、ツバキ・ハナミズキ等の植木類が栽培され

ており、全て適切に肥培管理されていた。なお、第五小学校隣接の

農地では、農作業のための車両進入路部分を納税猶予適用農地から

除外していることを確認した。 

議案第３号２番戸倉分について、３月９日に、私と事務局で現地

調査を行った。当該農地では、イブキ・サルスベリ等の植木類が栽

培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第３号３番について、３月９日に関田委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、ツバキ・ハナミズキ等の植木類が

栽培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第３号４番について、３月９日に関田委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、イチジク・ブルーベリー等の果樹

類のほか、サンシュユ等の植木類が栽培されており、全て適切に肥

培管理されていた。 

議案第３号５番について、３月９日に関田委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、イブキ・サルスベリ等の植木類が

栽培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第３号６番について、３月９日に川窪委員、私と事務局で現

地調査を行った。当該農地では、サザンカ・サルスベリ・白梅等の

植木類やタマネギ・サニーレタス等の野菜類が栽培されており、全

て適切に肥培管理されていた。なお、当該農地を通る通路について

は、納税猶予適用農地から適切に除外していることを確認した。 

議案第３号７番について、３月９日に、私と事務局で現地調査を

行った。当該農地では、紅梅・ハナミズキ・ソヨゴ等の植木類が栽

培されており、全て適切に肥培管理されていた。 

議案第３号８番について、３月９日に、私と事務局で現地調査を

行った。当該農地では、ネギ・大根・キャベツ等の野菜類のほか、

ブルーベリー等の果樹類が栽培されており、全て適切に肥培管理さ

れていた。 

議案第３号９番について、３月９日に、鈴木会長、私と事務局で

現地調査を行った。当該農地では、ハクサイ・ブロッコリー等の野

菜類のほか、キウイ等の果樹類が栽培されており、全て適切に肥培

管理されていた。 

本議案について審議の結果、各委員の確認することに異議がない

ので、議案第３号１～９番について全員一致で承認とする。 
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○ 日程第５  協議事項 

協議第１号  令和８年度国分寺市農業委員会活動指針（案）について 

議長は協議第１号を議題とすることを告げ、事務局に説明を求めた。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

濱野委員 

 

事 務 局 

 

議  長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議  長 

中村委員 

 

 

議  長 

 

笛田委員 

例年、３月総会において、次年度の農業委員会活動指針を策定し

ている。また、協議第２号に関連するが、本活動指針の中に遊休農

地について記載し、活動指針の中で決定する必要がある。全域市街

化区域である当市には遊休農地が存在しないため、今後も発生させ

ないことを目標として記載している。内容については、今年度の指

針を引き継ぎ、次年度の内容にした案となっており、本案は令和８

年２月 24 日に参加した農業委員会・農業者大会の中における「農業

委員会活動の積極的推進に関する決議」に即している。内容につい

て協議願いたい。 

昨年度からの主な変更点としては、「未来につなげる農業委員会

活動」の項目を追加した。令和８年度は農業委員の改選があるた

め、これまでの活動を引き継ぎ、より一層の組織活動及び地域活動

を進めるという趣旨である。また、生産緑地バンクの実施に向けて

より一層進めていくという趣旨から、昨年度まで「生産緑地バンク

の研究」としていた表記を「生産緑地バンクの構築」とした。 

生産緑地バンクについて、現農業委員の任期中に実施できればと

思っている。各市の実態を調査するように事務局へ依頼していた

が、状況はどうか。 

各市に聞き取りをしているところである。農業会議に確認したと

ころ、清瀬市が先駆して始めており、それをモデルとして各市実施

しているようである。自治体によっては、ホームページに公表して

いるところとしていないところがある。 

各自治体、どこが主体となって生産緑地バンクをやっているの

か。 

自治体が主体となっているところもあれば、ＪＡが主体となって

いるところもある。 

ＪＡの指導経済課と協力して、実施できればと思っている。主体

はどちらが良いか。 

どちらも主体となるのではないか。自治体とＪＡでそれぞれ収集

しやすい情報がある。 

貸借したい人に申請してもらうための様式が必要であり、個人情

報管理等もあることから、個人情報ファイルも必要になる。現在の

任期中に稼働するのは中々難しいと思うが、他自治体の情報を集め

て実施に向けて準備を進めることはできるのではないか。 

引き続き、他自治体の情報を集めてほしい。 

スケジュールを考えると任期中に稼働するのは難しい。農業委員

会としてどのような形で実施するのか案をまとめることができれば

良いのではないか。 

今年は農業委員の改選になるため、今期で方向性を決め、来期で

稼働できればと思う。 

以前、肥培管理基準を作る際も他市を参考に作った。清瀬市の生
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議  長 

事 務 局 

産緑地バンクに関する資料等があるのであれば、いただくことは可

能か。 

次回の総会までに他市の内容をまとめてほしい。 

清瀬市をベースにし、清瀬市と実施方法が違う自治体があれば、

フロー図等でまとめて用意する。 

協議第２号  令和８年度最適化活動の目標について 

議長は協議第２号を議題とすることを告げ、事務局に説明を求めた。 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年２月２日付け、農林水産省経営局長からの「農業委員会に

よる最適化活動の推進等について」の通知に示されている目標設定に

ついて、国分寺市農業委員会の最適化活動の成果目標及び活動目標を

定める必要がある。これは、協議第１号の結果に基づき、内容を反映

しているため、協議第２号で、改めて協議いただく必要はない。記載

内容を報告すると、当市には、遊休農地が存在しないため、今後も発

生させないことを目標としており、「１最適化活動の成果目標(２)遊

休農地の解消②目標」にある各面積を０haとしている。また、「２最

適化活動の活動目標(１)推進委員等が最適化活動を行う日数目標」

は、１人当たり月６日を目標設定している。なお、この最適化活動の

目標は公表義務があるため、今後ホームページで公表する予定であ

る。 

○ 日程第６ 報告事項 

報告第１号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出に係る専決処理について 

報告第１号について、事務局より資料を基に３件報告した。 

報告第２号  農地の公共用地としての取得について 

報告第２号について、事務局より資料を基に１件報告した。 

報告第３号  今後の日程について 

報告第３号について、事務局より資料を基に報告した。 

○ 日程第７ その他 

議  長   令和８年第４回農業委員会総会は、４月20日(月)午前９時30分 

国分寺市役所会議室201にて開催する。 

                                       

上記の会議のてん末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

令和８年３月19日 

国分寺市農業委員会 

会長   鈴木 秀男 

署名委員 

 

        署名委員 


